
沖縄総合事務局では、道路運送車両法７８条の規定に基づく
認証を受けないで自動車分解整備事業を行う者「未認証行為」
に対し、従来からこのような違法行為の中止か認証取得の指導
を行っています。

さらに未認証事業者に係る情報の収集、調査・指導の一層の
強化を図るため、毎年７月を特に未認証対策の強化月間と定め
て実施しています。

その結果、７月の未認証防止対策強化月間において、８件の情
報提供があり、 ５９カ所の立入調査を行いました。
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